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「だいふくプラン2018」の概要1

〈県社協の役割と機能〉
①社会福祉事業・活動の連絡調整・支援
②住民の福祉活動への参加促進
③福祉人材の確保・養成
④福祉サービスの質の向上、利用援助・権利擁護
⑤福祉サービスの企画・実施
⑥情報収集､提供､広報､調査･研究､政策提言､ソーシャルア
クション

《大分県社協が目指す姿》
「つながり」を活かした取組み
•地域でつなぐ命綱
•ふくしの窓口
•福祉の宅配便
•福祉のコンサルティング
•大分県社協
　「総プロフェッショナル計画」

《地域福祉を取り巻く状況》
•少子高齢化の進行と人口減少
•頻発する自然災害
•貧困の連鎖
•福祉・介護人材の不足
•孤立・無縁社会の進展　等

《市町村社協の取り組み》
•生活困窮者自立支援事業
•法人後見事業
•災害ボランティアセンター
•地域福祉計画
•小地域福祉活動　等

社協の基本的役割

背景と動向
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だいふくプラン2018
強い絆で結ばれた地域社会の構築

～安心・安全で尊厳のある自立した暮らしの実現～
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「だいふくプラン2018」と各計画との基本関連図2

〈　基　本　理　念　〉

強い絆で結ばれた地域社会の構築
～安心・安全で尊厳のある自立した暮らしの実現～

大分県社協第四次中長期活動計画「だいふくプラン2018」

「大分県地域福祉基本計画」
(社会福祉法第108条に基づく地域福祉支援計画)市町村

地域福祉計画
(社会福祉法第107条)

市町村社協

地域福祉活動計画
(民間計画)

連
動

支
援

地域社会 大　分　県

協力協働・支援

孤
立
ゼ
ロ
社
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の
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１ 地域福祉を推進する体制づくり（協働･支援）

２ 地域福祉を支える人づくり

３ 多様な地域資源による基盤づくり

（1）地域住民と関係機関・団体の役割・支援

（2）地域特性を踏まえた市町村との協働

（1）地域福祉の核となる人材の確保・育成

（2）活動の場の充実

（1）県民の共生意識の醸成と行動の喚起

（2）共に支えあう地域力の向上

（3）福祉サービスの充実と質の確保

１ 地域共生社会の実現 •大分県版福祉ビジョンの確立と推進　•子どもたちの居場所づくり
 •障がい者の社会参加推進　•高齢者の社会参加と生きがいづくり
２ 社会的孤立の解消の促進 •フードバンクの拡充　•生活困窮者への支援
３ 権利擁護システムの早期確立 •判断能力が不十分な方への支援
 •権利を守るための相談体制の充実
４ 災害に強い地域づくり •災害時の支援体制整備　•災害時要配慮者の支援
５ 新しい福祉の担い手づくり •福祉人材の確保・定着・育成　•健全な施設運営支援
 •介護ロボットの導入促進
６ 情報発信体制の強化 •だいふくんを活用した社協活動のPR
 •ウェルフェアツーリズムの推進
７ 法人の基盤強化 •財政の安定化　•組織体制の強化

〈基本理念〉
誰もがどこでも個人として尊重され、人と人とのつながりを感
じることができる地域社会の実現


